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（  開  議  ） 

林  一夫議長 これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

日程第１．諸  般  の  報  告 

林  一夫議長 日程に入り、諸般の報告を行います。 

諸般の報告は、お手元に配布のとおりであります。 

諸般の報告を終わります。 

 

日程第２．町長提出 議案第５８号ないし第７３号及び第７７号ないし 

第８０号並びに陳情第１号 

（ 委員長報告、質疑、討論、採決 ） 

林  一夫議長 次に、町長提出 議案第５８号ないし第７３号及び議案第７７号な

いし第８０号並びに陳情第１号を一括して議題といたします。 

以上の各案の、委員会における審査の経過及び結果について、委員長

の報告を求めます。 

        総務常任委員長 越後 敏明 君。 

越後 敏明総務 はい、議長。 

常 任 委 員 長 総務常任委員長報告をいたします。 

今定例会において、総務常任委員会に付託されました、議案４件、陳情

１件について、１０日委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求

めて審査いたしましたので、その経過及び結果についてご報告申し上げま

す。 

まず、議案第５８号「平成２０年度一般会計補正予算（第 1 号）」につ

いての、歳入の主なものは、富来小学校体育館整備に係る公立学校施設整

備費補助金、漁業振興特別基金からの繰入金、及び平成１９年度事業の精

算による老人保健特別会計からの繰入金などを増額するものであり、歳出

の主なものとしては、人事異動に伴う人件費の組み替え、事業執行の進捗

に伴う補正及び特別財政基金などの各種基金の積み立てなどとの説明を受
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け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、町県民税滞納分の県への徴収事務の委託、町公

共施設等管理公社過年度精算剰余金、県の地籍調査事業費補助金、石油施

設立地対策交付金、公立学校施設整備費補助金、高生産性農業集積促進事

業補助金、財政調整基金の積み立てについての質問がなされ、それぞれ町

長及び担当課長から詳細な説明を受けております。 

次に、議案第６６号「ケーブルテレビ事業特別会計補正予算（第１

号）」については、人事異動に伴う人件費の補正との説明を受け、採決の

結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第６９号「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例」については、地方自治法の一部改正に伴い、

議員報酬に関する規定を整理するものとの説明を受け、採決の結果、全会

一致をもって可決すべきものと決しました。 

次に、議案第７０号「監査委員条例の一部改正」については、地方公共

団体の財政健全化に関する法律の施行に伴い、当該条例の関係規定の一部

を改正するものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべ

きものと決しました。 

続いて、当委員会に審査付託となりました陳情第１号「新たな過疎対策

法の制定に関する意見書の提出」について、審査いたしました結果、その

願意を妥当とし、採決の結果、全会一致をもって採択すべきものとして決

しました。 

また、当委員会から、「新たな過疎対策法の制定に関する意見書案」を

本定例会に提出する旨の賛同を頂きましたことを併せて申し添え致します。 

以上、総務常任委員長報告といたします。 

林  一夫議長 教育民生常任委員長 橘  照茂 君。 

橘  照茂教育 はい、議長。 

民生常任委員長 教育民生常任委員長報告をいたします。 

今定例会において、教育民生常任委員会に付託されました、議案８件に

ついて、１１日委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審

査いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。 
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まず、議案第５８号「一般会計補正予算（第１号）」につきましては、

人事異動に伴う人件費の組み替え及び事業執行の進捗に伴う補正が主なる

ものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと

決しました。 

審議に際し委員からは、被災者再建支援事業費助成金、富来小学校体育

館に係る小学校施設整備事業、放課後児童クラブの入所者増に伴う今後の

展望ついての質問がなされ、副町長及び担当課長から詳細な説明を受ける

とともに、人件費の組み替えにについて、適正な人事配置の観点から予算

段階から業務量を測ってやるべきとの意見もありましたので併せて申し添

え致します。 

次に、議案第５９号「国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」につ

いては、平成１９年度の医療費確定に伴う負担金及び交付金の精算により

増額するものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべき

ものと決しました。 

続いて、議案第６０号「老人保健特別会計補正予算（第１号）」につい

ても、平成１９年度の医療費確定に伴うものであり、高齢者の医療費増加

に伴い、増額するものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、

可決すべきものと決しました。 

次に、議案第６４号「介護保険特別会計補正予算（第１号）」について

は、平成１９年度決算の確定に伴う繰越金の増額及び人事異動に伴う人件

費の補正を行うのとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、可決

すべきものと決しました。 

続いて、議案第６５号「町立診療所事業特別会計補正予算（第１号）」

についても、平成１９年度決算の確定に伴う繰越金の増額及び人事異動に

伴う人件費の補正を行うのとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもっ

て、可決すべきものと決しました。 

審議に際し、委員からは特別会計で負担する人件費についての質問がな

され、担当課長から詳細な説明を受けております。 

次に、議案第６８号「町立富来病院事業会計補正予算（第１号）」につ

いては、寄付金の受け入れによる資本的収支の収入の追加、支出では、健
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診システム導入による建設改良費の追加との説明を受け、採決の結果、そ

れぞれ全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し、委員からは健診システムついての質問がなされ、担当者か

ら詳細な説明を受けております。 

続いて、議案第７２号「コミュニティセンター条例の改正」については、

稗造地区の集会施設である大西生活環境施設を農林水産課から生涯学習課

へ所管替えするため、本条例への移し変えを行うものとの説明を受け、採

決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

次に、議案第７３号「病院事業の設置等に関する条例の改正」について

は、平成２０年度の診療報酬改定に伴い、神経内科を新設し、また、後期

高齢者医療制度の発足により、老人保健法が高齢者の医療確保に関する法

律になったことから所要の改正を行うものとの説明を受け、採決の結果、

全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

以上、教育民生常任委員長報告といたします。 

林  一夫議長 産業建設常任委員長 冨澤 軒康 君。 

冨澤 軒康産業 はい、議長。 

建設常任委員長 産業建設委員長報告をいたします。 

今定例会において、産業建設常任委員会に付託されました、議案１０件

について、１２日委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて

審査いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。 

まず、議案第５８号「一般会計補正予算（第１号）」については、人事

異動に伴う人件費の組み替え及び事業費の増額が主なものとの説明を受け、

採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し、委員からは、農地・水・農村環境保全向上活動支援事業の

内容、漁業振興特別基金積立金、高生産性農業集積促進事業に係る小作料、

耕作放棄地の調査の方針について質問がなされ、担当課長から詳細な説明

を受けましたので併せて申し添え致します。 

次に、議案第６１号ないし第６３号及び第６７号については、特別会計

及び事業会計の補正予算であります。 

議案第６１号は「農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）」で、
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人事異動に伴う人件費の減額及び処理区災害復旧費の増額であり、議案第

６２号は「公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）」で、人事異動に

伴う人件費の増額、議案第６３号は「簡易水道事業特別会計補正予算（第

1 号）」で、下水道事業の災害復旧工事に伴う支障水道管移設工事費及び

人事異動に伴う人件費の増額、議案第６７号は「水道事業会計補正予算

（第１号）」で、収益的収入で新設給水加入金などを追加する一方、収益

的支出で人事異動に伴う人件費及び水質検査・保守点検委託料の精算見込

みに伴い減額、資本的支出では、下水道工事に併せた老朽配水管を耐震配

水管に更新するため増額するものと、それぞれ説明を受け、採決の結果、

いずれも全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し、委員からは公共下水道事業特別会計では、人件費の増額理

由について、水道事業会計では、耐震配水管更新の方針について質問がな

され、担当課長から詳細な説明を受けましたので併せて申し添え致します。 

続いて、議案第７１号「生活環境施設条例の改正」については、稗造地

区の集会施設である大西生活環境施設を農林水産課から生涯学習課へ所管

替えするため、本条例から当該施設を削除するものとの説明を受け、採決

の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

次に、議案第７７号及び議案第７８号の町道路線の認定は、先の第２回

定例会の時に現地確認を行い、規定の条件に適合していることを確認済み

であり、経塚線、ちどり台線の２路線を新たに町道として認定し、道路行

政の拡充を図るものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、い

ずれも可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第７９号「低温自動ラック倉庫の指定管理者の指定」につ

いては、平成１５年１２月に締結した指定管理協定が本年１２月３１日に

期限を迎えるため、平成２５年１２月３１日まで期限を定め、志賀農業協

同組合を指定管理者に指定するものであり、採決の結果、全会一致をもっ

て可決すべきものと決しました。 

次に、議案第８０号「公有水面埋立諮問」については、石川県が実施す

る漁港基盤整備事業の一環として、漁港施設用地の確保のため、公有水面

を埋め立てることについて、石川県知事から諮問があったので、異議のな
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い旨を述べるものとして、議会の議決を求めるものであり、採決の結果、

全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

また、当委員会から道路整備促進に関する意見書案を、今定例会最終日

に提案する旨の賛同を頂きましたことを申し添え致します。 

以上、産業建設常任委員長報告といたします。 

林  一夫議長 委員長の報告を終わります。 

      

（ 質  疑 ） 

林  一夫議長 これより、委員長報告に対する質疑を許します。 

        （発言なし） 

林  一夫議長 ご発言がありませんので、質疑なしと認めます。 

      

（ 討  論 ） 

林  一夫議長 これより、以上の各案に対する討論に入ります。 

        （発言なし） 

林  一夫議長 ご発言がありませんので、討論なしと認めます。 

      

（ 採  決 ） 

林  一夫議長 これより、採決いたします。 

まず、町長提出 議案第５８号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立 １７名） 

林  一夫議長 起立全員。 

 よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長提出 議案第５９号ないし第６８号を一括して採決いたし

ます。 

以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

以上の各案は、委員長の報告のとおり決することに、ご異議ありませ

んか。 
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（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、以上の各案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長提出 議案第６９号ないし第７３号及び議案第７７号ない

し第８０号を一括して採決いたします。 

各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

各案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、各案は委員長報告のとおり、可決されました。 

        次に、陳情第１号を採決いたします。 

        本件に対する委員長の報告は、採択であります。 

        本件は、委員長報告のとおり決することに、賛成諸君の起立を求めます。 

         （起立 １７名） 

林  一夫議長 起立全員。 

        よって、本件は委員長報告のとおり、採択されました。 

 

日程第３．町長提出 議案第８１号ないし第８４号及び同意第１号ないし第４号 

（提案理由説明、質疑、委員会付託、討論、採決） 

林  一夫議長 次に、本日町長から提出のありました、議案第８１号ないし第８４号及

び同意第１号ないし第４号に対する提案理由の説明を求めます。 

細川町長。 

細川 義雄町長 はい、議長。 

去る９月４日に提出いたしました案件に追加して、本日提案することを

お認めいただきました工事請負契約の締結議案４件及び教育委員の任命１

件並びに固定資産評価審査委員会委員の選任３件の同意案件について、ご

説明申し上げます。 

まず、議案第８１号ないし議案第８４号は、工事請負契約の締結につい

てであります。 

議案第８１号、都市計画街路福野神代線今市橋築造工事（その３）につ
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いては、今市橋の延長４９メートル、総幅員１７．８メートルの上部架橋

工事を行うもので、南建設株式会社代表取締役 北 省一と２億５，５８

８万５，０００円で請負契約を締結するものであります。 

議案第８２号、平成２０年度農業集落排水事業（二所宮地区）処理施設

機械・電気工事については、処理施設内のＦＲＰ製ユニット８槽、中継ポ

ンプ２台の設置及び電気設備工事を行うもので、北菱電興株式会社志賀営

業所所長 島田 淳也と６，９５１万円で請負契約を締結するものであり

ます。 

議案第８３号、平成２０年度公共下水道事業富来浄化センター場内整備

工事については、処理施設の土木及び建築工事を行うもので、株式会社西

田組代表取締役 西田 浩和と４，３７４万８，２５０円で請負契約を締

結するものであります。 

議案第８４号、平成２０年度公共下水道事業中継ポンプ設置工事（富来

その１）については、里本江、富来領家町及び富来地頭町地内の５カ所に

中継ポンプを設置するもので、荏原商事株式会社金沢支店支店長 室田 

隆治と５，４０４万８，７５０円で請負契約を締結するものであります。 

次に同意第１号は、志賀町教育委員会委員の任命についてであり、本年

１０月２１日をもって任期満了となります山口 繁樹氏に代わり、志賀町

富来地頭町の小堀 正宏氏を任命いたしたく、議会の同意をお願いするも

のであります。なお、新委員の任期は、４年間であります。 

同意第２号ないし同意第４号は、本年１０月２０日をもって任期満了と

なります志賀町固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。 

同意第２号は、志賀町福野の細川 富士雄氏を、同意第３号は、志賀町

富来領家町の濱野 美能留氏をそれぞれ再任いたしたく、議会の同意をお

願いするものであり、同意第４号は、岡部 健氏に代わり、志賀町高浜町

の田中 富士雄氏を新たに選任いたしたく、議会の同意をお願いするもの

であります。なお、３名の委員の任期は３年間であります。 

議員各位におかれましては、慎重なるご審議のうえ、適切なるご決議を

賜りますようお願い申し上げます。 

林  一夫議長 説明を終わります。 
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（ 質 疑 、 委 員 会 付 託 、 討 論 ） 

林  一夫議長  これから、町長から提出のあったうち、議案第８１号ないし第８４号

に対する質疑を許します。 

        （発言なし） 

林  一夫議長 ご発言がありませんので、質疑なしと認めます。 

 

（委員会付託） 

林  一夫議長 お諮りいたします。 

        各案につきましては、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付

託を省略いたしたいと思います。 

        これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

        よって、委員会付託は省略することに決しました。 

      

（ 討  論 ） 

林  一夫議長 これより、各案に対する討論に入ります。 

        （発言なし） 

        ご発言がありませんので、討論なしと認めます。 

      

（ 採  決 ） 

林  一夫議長 これから、町長提出第８１号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立 １７名） 

林  一夫議長 起立全員。 

 よって、本案は原案のとおり、可決されました。 

次に、町長提出第８２号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立 １７名） 
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林  一夫議長 起立全員。 

 よって、本案は原案のとおり、可決されました。 

続いて、町長提出第８３号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立 １７名） 

林  一夫議長 起立全員。 

 よって、本案は原案のとおり、可決されました。 

次に、町長提出第８４号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立 １７名） 

林  一夫議長 起立全員。 

よって、本案は原案のとおり、可決されました。 

お諮りいたします。 

町長提出 同意第１号ないし第４号につきましては、人事案件につき、

この際、質疑、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思

います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、町長提出 同意第１号ないし第４号については、直ちに採決

することに決しました。 

これより採決いたします。 

まず、町長提出 同意第１号を採決いたします。 

本件は、同意することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立 １７名) 

林  一夫議長 起立全員。 

よって、本件は同意されました。 

次に、町長提出 同意第２号を採決いたします。 

本件は、同意することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立 １７名) 
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林  一夫議長 起立全員。 

よって、本件は同意されました。 

続いて、町長提出 同意第３号を採決いたします。 

本件は、同意することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立 １７名) 

林  一夫議長 起立全員。 

よって、本件は同意されました。 

次に、町長提出 同意第４号を採決いたします。 

本件は、同意することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

(起立 １７名) 

林  一夫議長 起立全員。 

よって、本件は同意されました。 

 

日程第４．議会議案 第１号ないし第４号 

(提案理由説明、質疑、委員会付託、討論、採決） 

林  一夫議長 次に、議会議案 第１号 稲村 幸雄 君、他４名から提出のありまし

た「志賀町議会議員政治倫理条例及び施行規則の制定について」、提出者

から提案理由の説明を求めます。 

１８番 稲村 幸雄 君。 

稲村 幸雄議員 議会議案第１号「志賀町議会議員政治倫理条例及び施行規則の制定」に

ついて提案理由の説明をさせていただきます。 

提出者は、志賀町議会議員 稲村 幸雄。賛成者は、志賀町議会議員 

田中 正文、同じく下池 外巳造、同じく桜井 俊一、同じく越後 敏明

であります。 

本案は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その

担い手となる町議会議員が、町民全体の奉仕者として、町民の信頼に値す

る倫理性を自覚するとともに、自己の地位による影響力を不正に行使して

自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めようとするものであり

ます。 

志賀町議会議員としてのモラルや政治倫理の確立について、町民に見え
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る形で議会として姿勢を示し、公平公正な開かれた町政発展に貢献する決

意として、ここに志賀町議会議員政治倫理条例及び施行規則を制定するた

め議案として提出するものであります。 

議員各位には、ご審議の上、ご賛同賜りますようよろしくお願い申し上

げ、提案理由の説明といたします。 

林  一夫議長 説明を終わります。 

 

（ 質  疑 ） 

林  一夫議長 これより、議会議案第一号に対する質疑を許します。 

        （発言なし） 

林  一夫議長 ご発言がありませんので、質疑なしと認めます。 

 

（委 員 会 付 託） 

林  一夫議長 お諮りいたします。本案につきましては、会議規則第３９条第３項の規

定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、委員会付託は省略することに決しました。 

 

（ 討  論 ） 

林  一夫議長 これより、本案に対する討論に入ります。 

１番 南 政夫 君。 

南 政夫 議員 私は本日のこの議会議案第１号に対しまして、反対の立場で討論をさせ

ていただきます。 

この議案につきましては、類似したもので２年ほど前に「町議会議員の

公共事業等の請負契約対象除外に関する決議」ということで、本日出席の

議員さんも含めましての賛成多数で可決をされたものがあります。 

この決議にのっとって、関係する議員並びにその企業は、その決め事を

守っていけばいいわけでありまして、改めて条例として定める必要もない
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と思います。 

この２年前の決議を条例として定めることには、私はなんら反対いたし

ません。しかし、本日この説明のあった議案につきましては、２年前の決

議より規制が緩められております。 

１点目は、その該当企業は自粛をすべしとなっておったところが、該当

する企業の総事業費の 10％までは、公共の施設の仕事に関わってもいい

ということになっておりますし、議員の配偶者ならびに３親等以内の血族

および姻族の経営する企業に、この規制の網がかかっておったわけですけ

ども、今回の案は配偶者並びに 2 親等の血族ということで、その範囲も

狭められております。 

こういう内容では、町民の方々には理解は得られないだろうと思います

し、議会人として、議会として町民の付託に応えていくべき私達は、自ら

にも厳しくあるべきであると思います。 

そして、また、この議案は 9 月の 9 日に提出されておったことになっ

ておりますけれども、最終日までなんの議論もされないまま、ほんのしば

らくの説明でもって、採決ということにも納得がいきません。そういう理

由で私は反対をいたします。どうか他の議員さんも良識ある判断にもって、

ご判断をいただきたいと思います。 

以上で私の反対討論を終わります。 

林  一夫議長 他にありませんか。 

討論を終結いたします。 

      

（ 採  決 ） 

林  一夫議長 これより、採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立 １３名） 

林  一夫議長 起立多数。 

よって、本案は原案のとおり、可決されました。 

続いて、議会議案 第２号 議会運営委員会委員長 小田 芳治君から

提出のありました、「志賀町議会会議規則の一部を改正する規則について」、
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及び議会議案 第３号 総務常任委員会委員長 越後 敏明 君から提出

のありました、「新たな過疎対策法制定に関する意見書案について」、並び

に議会議案 第４号 産業建設常任委員会委員長 冨澤 軒康 君から提

出のありました、「道路整備の促進に関する意見書案」を一括して議題と

いたします。 

お諮りいたします。以上の各案は、事理明白につき、この際、説明、質

疑、及び、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。よって、以上のとおり決しました。 

これより、採決いたします。 

以上の各案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。よって、以上の各案は、可決されました。 

ここで、暫時、休憩をいたします。 

（午後 ３時２９分 休憩）     

       

（ 再 開 ） 

（午後 ３時３８分 再開）                （出席議員 １５名） 

林  一夫議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

休憩中、副議長 田中 正文 君から、副議長の辞職願が提出されまし

た。 

お諮りいたします。この際、田中 正文 君の副議長辞職の件を日程に

追加し、追加日程第１として、直ちに議題といたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、田中 正文 君の副議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第

１として、直ちに議題とすることに決しました。 
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追加日程第１．副 議 長 辞 職 の 件 

林  一夫議長 田中 正文 君の副議長辞職の件を、議題といたします。辞職願を朗読

させます。 

中村 久明事務局長 辞職願。今般、一身上の都合により、副議長を辞職したいので、許

可されますよう願い出ます。 

平成２０年９月１７日 志賀町議会議長 林 一夫 様。 

志賀町議会副議長 田中 正文。以上でございます。 

林  一夫議長 お諮りいたします。 

本件を許可することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立 １３名） 

林  一夫議長 起立多数。 

よって、田中 正文 君の副議長の辞職は、許可されました。 

田中 正文 君の入場を求めます。 

（田中 正文議員入場 午後３時４１分 出席議員 １６名） 

林  一夫議長 前副議長 田中 正文 君の退任のあいさつがあります。 

田中 正文 君。 

田中 正文議員 はい。議長。 

一言、御礼のごあいさつを申し上げます。 

このたびをもって、私、一身上の都合で志賀町議会副議長の辞職をお願

いしましたところ、議員の皆様方のご承諾を賜りまして、ありがとうござ

いました。 

私は昨年６月の初議会におきまして、皆様のご推挙を賜り、副議長の大

役を今日まで務めてまいりました。その間、職責を全うできたのも、林議

長をはじめ議員の皆様のご協力の賜物であり、また町長、町執行部のご協

力に対しましても重ねて御礼を申し上げるところであります。 

さて、当町を取り巻く環境は国の三位一体改革などの流れの中で、大き

く変わろうとしております。私も１年と数カ月でありましたけれども、い

ろいろな場面の中で、副議長というこの重責を、いろいろと勉強もさせて

いただき、いろいろ経験もさせていただきました。これからは町政発展の

ために微力ではありますけれども、一層の努力をする決意を新たにしたと
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ころであります。どうか今後とも皆様方のご指導とご鞭撻をよろしくお願

いを申し上げまして、簡単でありますけれども、私の辞任のごあいさつと

いたします。大変どうもありがとうございました。 

林  一夫議長 この結果、副議長に欠員が生じましたので、副議長の選挙を日程に追加

し、追加日程第２として、直ちに行いたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２として、直ちに行

うことに決しました。 

暫時、休憩いたします。 

（午後 ３時４４分 休憩）     

       

（ 再 開 ） 

（午後 ３時５０分 再開）                （出席議員 １５名） 

追加日程第２．副 議 長 の 選 挙 

林  一夫議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これより、副議長の選挙を行います。選挙は、投票により行います。 

議場の出入口を閉鎖します。 

 ［ 議場閉鎖 ］ 

林  一夫議長 ただいまの出席議員は、１５名であります。 

次に、立会人を指名いたします。会議規則第３２条第２項の規定により、

立会人に １番 南  政夫 君、２番 橘  照茂 君、３番 下池 

外巳造 君を指名いたします。 

投票用紙を配布いたします。念のため申し上げます。投票は、単記無記

名であります。 

（ 投票用紙配布 ） 

林  一夫議長 投票用紙の配布もれはありませんか。 

（ な し ） 

林  一夫議長 配布もれなしと認めます。投票箱を点検いたします。 
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（ 投票箱点検 ） 

林  一夫議長 異常なしと認めます。ただ今から投票を行います。 

事務局職員の点呼に応じ、順次投票願います。 

中村 久明事務局長 １番 南 政夫 議員、２番 橘 照茂 議員、 

３番 下池 外巳造 議員、５番 越後 敏明 議員、 

６番 田中 正文 議員、８番 冨沢 軒康 議員、 

９番 桜井 俊一 議員、１１番 松浦 恒義 議員、 

１２番 戸坂 忠寸計 議員、１３番 小田 芳治 議員、 

１６番 木村 正男 議員、１４番 辻 武美 議員、 

１７番 山本 辰栄 議員、１８番 稲村 幸雄 議員、 

１０番 林 一夫 議員、以上でございます。 

林  一夫議長 投票もれはありませんか。 

 （な し） 

林  一夫議長 投票を終わります。ただ今から、開票を行います。 

先に指名しました、南 政夫 君、橘 照茂 君、下池 外巳造 君は、

前に進み、開票の立ち会いをお願いいたします。 

  （開 票） 

林  一夫議長 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 １５票、 

うち有効投票 １４票、無効投票 １票。 

有効投票のうち、越後 敏明 君 １４票。 

この選挙の法定得票数は、４票であります。 

従って、越後 敏明 君が副議長に当選されました。 

議場の出入口を開きます。 

（議場開放） 

林  一夫議長 ただ今、副議長に当選されました 越後 敏明 君が議場におられます

ので、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

（新副議長挙手） 

林  一夫議長 副議長に当選されました、越後 敏明 君が発言を求めておりますので、

これを許可いたします。 
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越後 敏明副議長 一言、御礼の言葉を述べさせていただきます。 

今ほどは、私を志賀町議会副議長に当選させていただきまして、誠にあ

りがとうございます。今は喜びとともに、その責任の重さを痛感いたして

おるところでございます。 

林議長の補佐役として、また志賀町発展に向けて、微力ながら精一杯副

議長職を務めていきたいと思っております。 

何分にも、私はまだまだ未熟なものでございますので、議員各位におか

れましてはもちろんのこと、執行部の方々より、今後ともご指導、ご鞭撻

のほど、この場をお借りしまして、お願い申し上げ、誠に簡単でございま

すが、御礼の言葉に代えさせていただきます。 

林  一夫議長 暫時、休憩いたします。 

（午後  ４時１５分 休憩）     

       

（ 再 開 ） 

（午後 ４時３１分 再開）                （出席議員 １５名） 

林  一夫議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

休憩中、総務常任委員会が開催され、委員長の交代が行われ、その結果

が議長の手元に参っていますので、ご報告いたします。 

総務常任委員長に 田中 正文 君が選任された旨報告がありました。 

 

日程第５．各常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査事項の 

閉会中の継続審査の件 

林  一夫議長 続いて、各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長からお手元に配

布のとおり、所管事務調査の閉会中継続審査の申し出がありましたので、 

これを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査にすることにご異議あ

りませんか。 

 （異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

林  一夫議長 ご異議なしと認めます。 
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        よって、以上のとおり決しました。 

       

（  閉 議 ・ 閉 会  ） 

林  一夫議長 以上をもちまして、今定例会のすべての議事を終了いたしました。 

 平成２０年第３回志賀町議会定例会は、本日をもって閉会いたします。 

（午後４時３３分 閉会） 
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議 長 報 告 

 

１．議長報告第２５号 

入札結果報告について 

  （平成２０年９月 ４日 １３件） 

  （平成２０年９月１２日  ７件） 

  （平成２０年８月２１日  ２件） 

  （平成２０年８月２６日  ６件） 

 

２．議長報告第２６号 

閉会中継続審査について 

①議会運営委員会委員長 

②産業建設常任委員会委員長 

③総務常任委員会委員長 

④教育民生常任委員会委員長 

 

３．議長報告第２７号 

 委員会審査報告 

  ①産業建設常任委員会委員長 

②教育民生常任委員会委員長 

③総務常任委員会委員長 


